
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「児童発達支援事業所」って何？   

  
 

 
 
 
 
 
 

 
児童発達支援事業所 

放課後等デイサービス事業所 

 にじいろはうす 
 

〒781-5235 
香南市野市町下井 634-1 
エリヴェールのいち 102 

 

 小学校就学前の発達が気になるお子さまや、障害のあ

るお子さまが、療育や生活の自立のための支援を受け

ることができる施設です。受給者証があれば、満 3 歳

以上のお子さまの利用は無料です。 

 

 「放課後等デイサービス」って何？ 
 

 6歳～18歳までの発達に特性のある子さまや、障害の

あるお子さまが、放課後や学校休業日に一人ひとりに

あわせた療育支援を受けることができる福祉サービス

です。保護者の就労の有無は問いません。 

 

 どんな子でも利用できるの？    

 診断名や障害者手帳がなくても、医師等による診断書 

または意見書があれば利用できます。 

 

 利用料金はかかるの？   
 

 自治体の福祉窓口に、診断書または意見書を提出して
申請すると「障害福祉サービス受給者証」が交付されて

１割負担で利用できます。 

 

 

平日以外も 
利用したい 

子育てのお悩みを解消するためのサポートを行います 

お問い合せ時間 
9:00～18:00 

年中無休 
（夏季冬季休暇除く） 

 

発達支援の 
サービスを 
利用したい 

発達の遅れが 

気になる 

家庭での 
育児に不安が 

ある 

お気軽にお問い合せください 

TEL: 0887-50-2676 
ｎijiiro-house@next-stage.ne.jp 
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